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電子申請方式の概要
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2020年10月1日に改正中小企業退職金共済法が施行され、建退共の掛金納付方式に、現在の「証紙貼付方式」に加え、「電
子申請方式」も追加されました。

電子申請方式とは、共済証紙の代わりとなる「退職金ポイント（電子掛金）」を購入し、月に一度、共済契約者が被共済者の就
労日数を「電子申請専用サイト」に登録することで、登録された就労日数に応じて保有している退職金ポイントを掛金として納付
する方式です。

証紙貼付方式では、金融機関の窓口において共済証紙を購入し、共済手帳に証紙を貼付・消印していた作業が、電子申請方
式では、退職金ポイント購入の手続きから、就労実績の登録、掛金充当までパソコンで行えます。

元請が下請の掛金を負担する場合も、下請から提出された就労報告に基づき下請の被共済者まで掛金を充当することができ
ます。

電子申請方式の利用を開始する際は、建退共から発行しております「ログインID」と「初期パスワード」が必要となります。
※令和6年2月上旬送付のワンストップサービス開始のご案内時、全共済契約者宛にログインID及び初期パスワードを送付済。
（これまで、令和４年６月以前に加入した共済契約者は、別途電子申請方式の申込が必要でしたが、全ての共済契約者に
ID等を発行しましたので、申込は不要となりました。）

※ワンストップサービスとは・・・
建設業許可番号又は法人番号を活用し、「共済契約者住所・名称・代表者変更届」の提出が不要になるサービスです。

建退共において、建設業許可情報を入手し、変更があった際は共済契約者情報に反映させることにより、事務手続きの簡素化を図ることとしております。

このサービスの利用にあたっては、あらかじめ共済契約者の同意が必要となります。（詳細は建退共ホームページをご参照ください）



電子申請方式での用語の解説①
電子申請方式では、「就労実績報告作成ツール」というアプリケーションと「電子申請専用サイト」というインターネットを使っ
たシステムを使います。
建退共ホームページの「電子申請方式について」のページには電子申請の際に使用するシステムの操作説明動画やマニュ
アル等も掲載しておりますので是非ご覧ください。
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★退職金ポイント★
電子申請方式の際、共済証紙の代わりとなる電子ポイントです。1ポイント＝1円です。
ペイジー（インターネットバンキングやATM）または口座振替でご購入いただきます。

★就労実績報告作成ツール（略称：就労実績ツール）★
毎月被共済者の就労日を登録し、就労実績ファイルを作成するために使用します。
建退共ホームページからパソコンのデスクトップ等にダウンロードしてお使いいただきます。

★電子申請専用サイト（略称：専用サイト）★
就労実績報告作成ツールで作成した工事情報や就労実績のファイルの登録、退職金ポイン
トの購入金額等の申請を行います。利用を開始するには建退共から発行したログインIDと初期
パスワードが必要です。
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電子申請方式での用語の解説②

★掛金充当書★
電子申請方式で掛金が納付されると、電子申請専用サイトより掛金充当書が発行されます。
被共済者ごとの実績が確認できる形式もございます。掛金納付の完了を通知するものですの
でダウンロードし保管いただくようお願いいたします。

★建設業退職金共済掛金納付・充当状況証明書★
電子申請専用サイトより任意の期間を指定して発行できる証明書です。指定期間中に処
理された実績が記載されます。
また、決算日を指定し発行した際には、加入・履行証明願に記入する電子申請関係の金
額も同証明書から転記できます。



元下間連携での電子申請方式での流れ(下請の場合)
元請として工事を施工する場合は、工事情報の作成や退職金ポイントの購入を行います。また、下請より提出さ
れる就労報告を取りまとめ、電子申請専用サイトにて掛金充当処理を行います。
掛金充当手続き完了後には、電子申請専用サイトにて「掛金充当書」が発行されますので、報告した就労実績と
の確認を行ってください。

元請 一次
(自社)

二次

①工事情報ファイル作成・受渡 （工事情報ファイル作成・受渡）

（就労実績ファイル取込）
④就労実績ファイル取込

②工事情報の登録
③退職金ポイントの購入

電子申請専用サイト

⑥（元請より掛金充当後）
各社の電子申請専用サイトにて掛金充当書発行
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⑤就労報告を行い掛金充当



工事情報ファイルを下位下請に配付する流れ

元請 一次

二次Ａ
三次ａ

三次ｂ

二次Ｂ 三次ｃ

元請 一次

二次Ａ

三次ａ

三次ｂ

二次Ｂ

三次ｃ

一
次
二
次
三
次
と

順
に
送
る
場
合

一
次
が
二
次
以
降
に

ま
と
め
て
送
る
場
合

工事情報ファイル
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就労実績報告



建設キャリアアップシステムとのデータ連携について

■建設キャリアアップシステムのデータ連携とは
・下請個別作業方式（２０２１年度より供用）
「下請個別作業方式」とは、個々の下請事業者が建設キャリアアップシステム（CCUS）に蓄積された就業履歴をダウンロードし、
就労実績報告作成ツール（就労ツール）を通じて上位事業者に就労実績を報告することで、最終的に元請事業者に就労実績が集
約されますので、一括して建退共の掛金納付を可能とするものです。

・一括作業方式（２０２２年８月より供用）
「一括作業方式」（①元請一括作業方式・②一次下請一括作業方式）とは、下請個別作業方式における個々の下請事業者の作

業を元請事業者および一次事業者が一括して行うことにより、建退共の電子申請の一層の効率化、利用促進を図ることを目的と
した新しい仕組みです。本方式では、元請事業者または元請事業者と一次事業者がCCUSより就業履歴等をダウンロードし、就労
ツールを通じて作成した就労実績を活用して、建退共の掛金納付を可能とするものです。

①元請一括作業方式
元請事業者が就業履歴をCCUSから一括してダウンロードし、就労ツールに取込する方法です。

②一次下請一括作業方式
各一次事業者が傘下の下請事業者の就業履歴をCCUSから一括してダウンロードし、就労ツールに取込したデータを元請事
業者に報告する方法です。

本資料では、下請個別作業方式での作業をご説明します。
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各事業者は自社の労働者の就業履歴をCCUSよりダウンロードし、就労ツールに取込、就労報告に活用します。
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下請個別作業方式のイメージ

※下請個別方式は、元請が作成・配布する工事情報にCCUS現場IDが登録されていることが必要です。

就労実績ファイル

一次元請

2-4_就業履歴一覧
（月別カレンダー）.csv

CCUSよりダウンロードCCUSよりダウンロード

電子申請専用サイト

電子申請用就労実績ファイル

掛金充当手続き

2-4_就業履歴一覧
（月別カレンダー）.csv
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掛金納付の流れ 作業フロー図（下請作業）

工程１
（初回のみ）

工程２
（必要に応じて）

工程３
（月次で行う）

工程４
（決算期末）

ダウンロードから

初期設定 P10

ログイン P46

自社の被共済者の登録 P19

元請からの工事情報取込 P22

下請への工事情報提供 P26

工事情報と被共済者の紐付け P28

CCUSより就労実績の取込 P29

自社の就労実績確認 P36

下請からの就労実績の取込 P39

元請へ就労実績を提出 P44

掛金充当書ダウンロード P49

納付証明書ダウンロード

P51

就労実績
報告作成ツール

電子申請
専用サイト
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就労実績報告作成ツールについて
①ダウンロードから初期設定

建退共本部ホームページより就労実績報告作成ツールダウンロードページへお進みください。

ここを
クリック

ス
ク
ロ
ー
ル



共済契約者番号を入力

ダウンロード開始ボタンをクリック。

Zipファイルがダウンロードされますので、解凍もしくは
展開を行ってください。
（次ページより展開作業をご案内します。）
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就労実績報告作成ツールについて
①ダウンロードから初期設定
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Windowsボタンを
右クリック

エクスプローラーを
クリック

就労実績報告作成ツールについて
①ダウンロードから初期設定



ドラッグアンドドロップとは
マウスの左ボタンを
押したまま維持して
デスクトップ上に
マウスを移動して
左ボタンを離してください

ドラッグアンドドロップ
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就労実績報告作成ツールについて
①ダウンロードから初期設定



移動した
KnReportToolを
右クリック

すべて展開を
クリック

展開を
クリック
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就労実績報告作成ツールについて
①ダウンロードから初期設定
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展開したフォルダを
ダブルクリック

就労実績報告作成ツールを
ダブルクリックで起動

起動画面が表示されます。

就労実績報告作成ツールについて
①ダウンロードから初期設定



「通常版を利用する」をクリック

CCUSのデータを活用しますが、一括方式では
ないため、必ず通常版を選択してください。

新規登録から始めるをクリック
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就労実績報告作成ツールについて
①ダウンロードから初期設定
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入力が終わったら
クリック

共済契約者番号から共済契約者名が自動的に表示されます。
定期的に情報を更新していますが、ご加入から間もない場合
は表示されませんので、手入力をお願いします。
名称を変更された場合も、直接入力してください。

「＊」の付いた項目は必
須入力欄

就労実績報告作成ツールについて
②自社情報の登録

CCUS事業者IDを忘れずに入力
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自社工事の入力開始日を入力
（あとから変更も可能）

ＯＫをクリック

通常メニューを利用するを選択

就労実績報告作成ツールについて
②自社情報の登録
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（イ）被共済者情報新規作成・管理をクリック（4）会社と被共済者の
新規作成・管理をクリック

②就労実績報告作成業務タブをクリック

自社の被共済者の登録を行います。
新たに従業員を雇用した際など、必要に応じて本作業を行って下さい。

就労実績報告作成ツールについて
③自社の被共済者の登録



登録をクリック
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クリック

・被共済者番号
・姓（フリガナ）
・名（フリガナ）
を入力

被共済者が追加
されたことを確認

就労実績報告作成ツールについて
③自社の被共済者の登録
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被共済者一覧出力をクリックすると「被共済者
情報一覧」が作成されます。
入力した被共済者番号、氏名に誤りがないか
確認したい場合は、最寄りの都道府県支部に
持参またはご郵送ください。
チェック結果を返送いたします。

就労実績報告作成ツールについて
③自社の被共済者の登録
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就労実績報告作成ツールについて
④元請からの工事情報ファイルの取込

（５）工事データ作成・受渡をクリック （キ）工事情報受渡をクリック

（コ）ファイル取込（直上会社からの工事情報取込）をクリック②就労実績報告作成業務タブをクリック

元請から届いた工事情報ファイルを自社のツールへ取り込みます。
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就労実績報告作成ツールについて
④元請からの工事情報ファイルの取込

ファイル選択をクリック

元請から届いた工事情報ファイル
を選択し、開くをクリック

内容確認をクリック

取込実行をクリック

表示される工事情報内容を確認
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就労実績報告作成ツールについて
④元請からの工事情報ファイルの取込

・受け取った工事情報にCCUS現場IDが設定されているかを確認する方法

（５）工事データ作成・受渡をクリック

②就労実績報告作成業務タブをクリック

（オ）工事情報新規作成・編集をクリック
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就労実績報告作成ツールについて
④元請からの工事情報ファイルの取込

元請より提供を受けた工事をダブルクリック

現場IDが入力されていることを確認
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就労実績報告作成ツールについて
⑤下請への工事情報ファイルの作成

就労実績報告作成ツールでは、選択中の工事に対して作業を行います。
作業を行いたい工事へ切り替えます。

（２）選択をクリック

作業を行いたい工事をクリックし、
選択ボタンをクリック

選択中の工事が
切り替わったことを確認



27

（５）工事データ作成・受渡
をクリック

（キ）工事情報受渡
をクリック

（サ）ファイル作成

（下請会社への工事情報提供）
をクリック

作成するをクリック

対象工事か確認

作成されたファイルを
下請へ提供してください。

就労実績報告作成ツールについて
⑤下請への工事情報ファイルの作成



28

（6）工事情報と被共済者の紐付けをクリック

追加したい被共済者をクリック

追加ボタンをクリック（注）退職して一覧から表示削除する場合は、氏名をクリックして削除
ボタンをクリックすると右の欄から消すことができます。

保存するをクリック

工事別一覧に追加されます。

就労実績報告作成ツールについて
⑥工事情報と被共済者の紐付け

今回の工事に参加する自社の被共済者を選択します。
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就労実績報告作成ツールについて
⑦CCUSより自社の就労実績の取込

１．事業者管理者ログイン 510閲覧_メニューを選択

510＿閲覧を選択
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２．就業年月・現場名等を指定して、画面下の月別カレンダーを選択

月別カレンダーを押下

40＿所属技能者就業履歴を選択

現場を指定

就業年月を指定

就労実績報告作成ツールについて
⑦CCUSより自社の就労実績の取込
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３．表示された就業履歴を確認して、画面下のCSV出力を選択（横スクロールして月別の就業履歴を確認）

CSV出力

・就業日翌月末までに、Web直接入力と元請承認を終えた就業履歴
・現場にてカードタッチし、CCUSに送信された就業履歴
（連携（認定）システムにより送信タイミングが異なります。 通信環境の悪い現場などは要注意）

＜出力可能な就業履歴＞

技能者の就業履歴を確認
（横スクロール）

CSVファイルはご使用のPCに
ダウンロードされます

※ファイルは開かずに保存してください

就労実績報告作成ツールについて
⑦CCUSより自社の就労実績の取込
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就労実績報告作成ツールについて
⑦CCUSより自社の就労実績の取込

②就労実績報告作成業務タブをクリック

（８）就労実績報告データ作成・受渡をクリック

（ト）CCUS作成・取込をクリック
（ミ）CCUS就業履歴一覧ファイル取込(自社分)をクリック
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ファイル選択をクリックし、2-4_就業
履歴一覧（月別カレンダー）を選択し、
内容確認をクリック

取込可否内容を確認し、取込実行をクリック。

取込不可のケースは次ページのとおり。

就労実績報告作成ツールについて
⑦CCUSより自社の就労実績の取込
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CCUS就業履歴一覧ファイル取込の取込可否について

CCUS就業履歴一覧ファイル取込画面で表示される取込可否の表示内容です。
表示内容により、取込が可能／不可能が異なりますのでご注意ください。

No. 表示内容 詳細

1 ○（取込可能） ツール登録情報とすべて一致しています。

2 △（取込可能） ツール登録情報と取込ファイルのフリガナ（セイ）が一致していません。

3 ▲（取込可能） ツール登録情報と取込ファイルのフリガナが一致していません。

4 被共済者番号入力なし 取込対象の被共済者に被共済者番号が設定されていません。

5 マスター登録なし 設定されている被共済者番号がツールに登録されていません。

6 工事別登録なし 取込対象の被共済者が工事に紐づけされていません。

7
被共済者番号重複あり 取込対象における複数の被共済者に対して同じ被共済者番号が設定されています。

（ツールで修正可能）

表示内容が「○」「△」「▲」の被共済者の就業履歴が取り込まれます。「△」「▲」はフリガナが一致しない場合に表示されます。

次ページへ続く
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CCUS就業履歴一覧ファイル取込の取込可否について

CCUS就業履歴一覧ファイル取込画面で表示される取込可否の表示内容です。
表示内容により、取込が可能／不可能が異なりますのでご注意ください。

No. 表示内容 詳細

8 対象外（現場ID相違） ツールで選択している工事の現場ＩＤと取込ファイルの現場ＩＤが一致していません。

9
対象外
（共済契約者番号相違）

ツールで選択している報告元の共済契約者番号と取込ファイルの共済契約者番号が一致
していません。

10
対象外
(期間外就業履歴含む)

取込ファイルの工事期間はツールに登録されている工事情報の工事期間外です。

11 技能者ID不正 取込ファイルに設定されている技能者IDの桁数が一致していません。

12 対象外（事業者ID相違） ツールで選択している報告元の事業者IDと取込ファイルの事業者IDが一致していません。

表示内容が「○」「△」「▲」の被共済者の就業履歴が取り込まれます。「△」「▲」はフリガナが一致しない場合に表示されます。
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（タ）就労実績報告作成・編集をクリック（８）就労実績報告データ作成・受渡をクリック

CCUSより取り込んだ被共済者の就労実績を確認・編集します。

就労実績報告作成ツールについて
⑧自社の就労実績の確認
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入力方法①
働いた日付の欄をクリックし数字の1を入力

入力方法②
調整数の欄に直接当月の
就労日数の合計を入力

入力方法③
一括処理で一度に複数の
日付を指定して入力

入力が終わったら保存するをクリック様式で確認することも可能です。
次ページへ

当月の被共済者の就労実績を編集していきます。
この画面に表示されない被共済者がいる場合は、P28の「工事情報と被共済者の紐付け」を確認して下さい。

就労実績報告作成ツールについて
⑧自社の就労実績の確認
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様式5をクリック

様式PDFで内容確認

入力した就労実績内容を様式で確認することができます。
電子申請を行う前に内容をご確認ください。

就労実績報告作成ツールについて
⑧自社の就労実績の確認
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（８）就労実績報告データ作成・受渡をクリック

（ナ）ファイル取込
（下請会社からの就労実績取込）をクリック

（チ）就労実績報告受渡
（データ取込・出力）をクリック

就労実績報告作成ツールについて
⑨下請からの就労実績ファイルの取込・確認

下請より就労実績ファイルが届いたら、自社のツールへの取込を行います。



40
ファイル内容を確認し、取込実行をクリック

ファイル選択をクリックし、下請から
届いた就労実績ファイルを選択します。

就労実績報告作成ツールについて
⑨下請からの就労実績ファイルの取込・確認

下請からの就労実績ファイル
をクリック

開くをクリック
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就労実績報告作成ツールについて
⑨下請からの就労実績ファイルの取込・確認

取込を行った下請からの就労報告内容を確認します。

（タ）就労実績報告作成・編集をクリック（８）就労実績報告データ作成・受渡をクリック
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就労実績報告作成ツールについて
⑨下請からの就労実績ファイルの取込・確認

カレンダーのグレー部分が下請の
被共済者の実績となります。

編集する場合は、他社編集可能に
チェックを入れてください。

様式で確認する場合は、こちらをクリック
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就労実績報告作成ツールについて
⑨下請からの就労実績ファイルの取込・確認
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就労実績報告作成ツールについて
⑩元請への就労実績ファイルの作成

（８）就労実績報告データ作成・受渡をクリック

①確認

（チ）就労実績報告受渡をクリック

作成するをクリック

（ニ）ファイル出力
(直上会社への就労実績提出)をクリック

作成されたファイルを元請へ
提供してください。



電子申請専用サイトでは、就労実績報告作成ツールで作成した工事情報の登録や退職金ポイントの購入
や掛金納付に係る作業を行います。
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電子申請専用サイトについて
①電子申請方式のログインID及び初期パスワード

これまで、令和４年６月以前に加入した共済契約者
は、別途電子申請方式の申込が必要でしたが、ワン
ストップサービスの開始に伴い、全ての共済契約者
にID等を発行しましたので、申込は不要となりました。

なお、令和４年７月以降に加入した共済契約者へは、
契約時に「電子申請専用サイト開通通知」を発行し
ております。

ワンストップサービス案内文書



・電子申請専用サイトへのアクセス方法

建退共本部ホームページ 電子申請方式について⇒3.電子申請専用サイト（別サイトへリンクします）をクリック。
※資料では、１２.電子申請専用サイト体験版（緑枠）画面を使用しております。
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電子申請専用サイト ログイン画面

電子申請専用サイトについて
②ログイン方法



④電子申請用タブをクリック

（１３）電子申請専用サイトへをクリック
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就労実績報告作成ツールからも電子申請専用サイトへアクセスすることが可能です。

電子申請専用サイトについて
②ログイン方法
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「ワンストップサービス案内文書」もしくは「電子申請専用サイト開通通知」に記載のログインID・初期パスワードを使用
してログインしてください。
※電子申請専用サイトの利用には、メールアドレスの登録が必須です。
建退共からのメールアドレス「noreply@mail.kentaikyo-denshi.jp」を受信できるよう設定をお願いします。

電子申請専用サイトについて
②ログイン方法

ワンストップサービス案内文書

電子申請専用サイト開通通知



49

元請での掛金充当完了後に2営業日後に掛金充当書発行の通知が届きます。

帳票管理タブを
クリック

帳票ダウンロードをクリック

PCに保存または印刷

対象帳票の出力ボタンをクリック

電子申請専用サイトについて
③掛金充当書のダウンロード
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①個人情報保護のため、
番号、氏名にマスク（伏字）処理
をしています。

②今回の掛金納付日数

③今回分を加算した累積の
掛金納付日数を記載。
（同時に手帳更新や元請に掛金納付
された場合等稀に最新とならない場
合もあります。）

掛金充当書の記載内容は下記のとおりです。

電子申請専用サイトについて
③掛金充当書のダウンロード



帳票管理タブを
クリック

納付証明書の発行依頼をクリック

決算期間を入力

発行依頼をクリック

51

納付証明書「建設業退職金共済掛金納付・充当状況証明書」とは、決算期間内での電子申請での金額を記
載した帳票です。
指定期間中に処理された実績が記載されます。
発行依頼から2営業日後に発行されます。

電子申請専用サイトについて
④納付証明書のダウンロード



帳票管理タブをクリック

出力をクリック
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納付証明書が発行されると通知が届きます。

帳票ダウンロードをクリック

電子申請専用サイトについて
④納付証明書のダウンロード



赤枠内は、経審用加入履行証明願の記入内容です。
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電子申請専用サイトについて
④納付証明書のダウンロード
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その他電子申請方式について

●建退共本部電子申請方式システム操作方法についてのお問い合わせ先（専用コールセンター）

TEL 0120-006-175 受付時間:（平日）9:00～17:00

●電子申請専用サイトからできるオンライン申請について
以下の手続きにつきまして、電子申請専用サイトから申請可能となりました。
オンライン申請で手続きを行えば、データで建退共へ提出されるため紙の印刷や郵送の手間が
なくなり便利になります。

①建設業退職金共済手帳申込
②共済手帳紛失による再交付申請
③共済契約者証（事務受託者証）交付申請

tel:0120-006-175
tel:0120-006-175


参考（サンプルデータ）
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下請用自社情報
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NO. 被共済者番号

1 135081602 スイドウ アイコ

2 135087449 デンシ フトシ

3 135089425 デンシ ケンゴ

被共済者氏名

サンプル被共済者情報(51-99999 キャリアアップ建設（株）)


